
最高裁秘書第186号

令和4年1月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 』

司法行政文書開示通知書

令和3年12月26日付け（同月28日受付，第030830号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1）決裁令和4年新年祝賀の儀参列希望者名簿について（片面で3枚）

（2）超過勤務等命令簿（片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

（1） 1の(1)の文書には，個人識別情報（印影等）及び公にすることにより事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（内線番号）が記載されており，

これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示

情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこ

ととした。

（2） 1の(2)の文書には，個人識別情報（印影）が記載されており， この情報は，

行政機関情報公開法第5条1号に定める不開示情報に相当することから， この

情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法



〔
$

口
吾
完
ゲ
ト
：
刈
羽
や
い
り
Ｊ
ふ
り
鳥
吋
ｆ
・
仇
ｒ
ｏ
ｆ
９
ｏ
ｏ
Ｕ
号
↓
。
０
日
“
電
輸
血
申
勺
ｒ
〃
ｈ
勺
・
３
４
偶
４
ｏ
・
可
月
間
誤
ロ
ナ
幻
げ
凸
、

缶

し
司
。
可
０
Ｊ
亀
ｑ
ｊ
、
障
Ｑ
ｄ
迅
易
℃
Ａ
Ｏ
向
ｌ
ｊ
１
ら
号
！
・
９
口
「
少
年
Ｊ
１
り
岬
心
幻
ｒ
乢
」
１
ｆ
争
ｊ
豆
‘
Ⅲ
１
日
じ
み
い
恥
恒
旧
可
ｊ
ｊ
Ｔ
■
皿
Ｆ
凡
心
坤
凸
侃
‐
叩
も
よ
０
イ
ー
ゴ
ｔ

Ｆ

〆

■

も
ｑ
１
◆
ｂ
ｂ
０
４
ｆ
ｂ
１
０
ｌ
↓
Ｏ
１
Ｉ
９
◆
１
０
沙
も
ｆ
０
ｇ
９
●
１
，
４
ｐ
Ｇ
６
ｊ
９
９
ｄ
ｑ
４
４
ｄ
ｂ
４
ｇ
ｏ
０
０
Ｉ
ｌ
４
Ⅱ
Ｐ
．
ｐ
マ
：
９

ｒ

写しの送付

~

4
り
つ

~

う

ゾ

の
幻
４
時
ロ
ザ
叫
虹
↓

ｆ
？
Ｏ
ｑ
ｊ
６

「

l

f

O

レ

ｰ

』

3

1ク

！

‐へ

P

、

；

や
今
ｌ
泊
り
り
む
ｆ
ｆ
Ｕ
１
ｆ
ヴ
：
ｐ
１
０
寺
寺
６
″
、
凸
り
り
昨
、
１
１
４
０
７
↓
〃
も
Ⅱ
Ｔ
〃
ｑ
も
。
０
１
《
７
円
卉
貝
０
札
子
，
Ｙ
引
訳
振
り
に
斬
飢
Ⅲ
ｈ
ｆ
Ｊ
１
少
知
噸
‐
小
心
汐
１
恥
の
●
０
‐
卜
ｒ
Ｐ
』
１
Ｆ
す
‘
■
卯
が
●
‐
甲
Ｊ
や
け
＃
し
Ⅳ
私
１
１
目
ｏ
Ｑ
４
Ｆ
ｑ
Ｊ
山
。
山
Ｉ
ｊ
○
画
Ⅱ
能
ｒ
ｊ
ｆ
品
則
も
Ｄ
Ｊ

〆
ｂ
ｐ
ｂ
ｂ
４
ｂ
毎
Ｄ
■
Ｐ
Ｌ
Ｊ
４
０
も
１
０
。
■
ｐ
６
６
４
６

〆
・
歩
０
６
。
・
０
．
ｂ
ｑ
Ｊ

4

I

》

ｒ
Ｄ
ｐ
６
０
■
１
１
９
１
１
０
Ⅱ
勺
■
Ｉ
９
ｄ
８
ｑ
ｄ
■
ｑ
ｔ
Ｉ
０
Ⅱ
Ⅱ
ｐ
●
ｐ
Ｉ
ｈ
ｌ
Ｏ
０
Ｉ
ｌ
０
■
も
町
↓
‐
Ｊ
ｄ
Ｑ
０
抄
Ｐ
●
■
Ｊ
Ｂ
Ｏ
別
口
Ｐ
ｐ
８
Ｕ
ｆ
ワ
０
ク

!衿
↓
レ
０
叩
牝
。
＄
、
一
・
苧
、
０
６
今
ぃ
勺
．
▽
１
叩
め
ぜ
つ
り
ｂ
噂
①
。
Ｑ
心
凸
電
。
ヂ
、
凸
少
々

担当課 秘書課･ (文書室） 電話03（3264） ,56 (直通）52

I

の

①

，

I



I決勃&供覧

｜最高裁秘書第3798号
一一 －－－－ －－-－－－4－．－－－_…－ ． －－－－－－ -.----一一一

名
一
伺
い
文
一

別添のとおり提出してよろしいか。

強同裁判所鼓櫃

事務総局秘書課
嘩轌－”起

案
f Iz"（＠個
gB睡醗式箪一

一
分
類
名
称
一
取
扱
区
分 一

Ｅ
》
ザ
一
県
厚

；
‐
卜
０
ト
ー
ｂ
ｌ
Ｉ
・
’
１
１
卜
ｆ
Ｌ
■
■
■
■
０
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
二
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
０
Ⅱ
Ⅱ
，
Ｐ
ｂ
Ｐ
０
ｌ
ｌ
０

決
裁 庶務主任

、、
供
覧
欄

』

課長補佐（庶務一）

●
Ｐ
ｒ
０
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
’
１
４
ｑ
Ｉ
ｄ
‐
’
’
’
十
１
１
０
Ⅱ
０
，
１
０
９
６
＆
。
●
ｆ
ト
ー
ｌ
‐
’
１
６
１
卜
ｌ
ｂ
ｌ
Ｉ
ｐ
，
ｈ
Ｌ
Ｌ
１
ｌ
１
ｌ
Ｊ
ｌ
Ⅱ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｙ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
ｌ
０
ｒ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｕ
０
Ⅱ

備
考
欄

一一一



最高裁秘書第3798号

令和3年12月7日

宮内庁式部職御中

最高裁判所事務総局秘書課

令和4年新年祝賀の儀について

（12月1日付け宮内式発第529号に対する回答）

標記の儀の参列希望者の名簿を別添のとおり送付します｡

ー

、
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別紙様式

凸毫計■■名
本人
配偶者

(注） 本人が単身の場合は，配偶者の欄に「単身」 と御記入ください。
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最高裁秘書第179号

令和4年1月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 'i

司法行政文書開示通知書

令和3年12月26日付け（同月28日受付，第030829号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示についで，下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1）供覧令和4年新年祝賀の儀について（通知） （最高裁秘書第3789号）

（片面で4枚）

（2）供覧令和4年新年祝賀の儀について（通知） （最高裁秘書第3790号）

（片面で5枚）

（3）供覧新年祝賀の儀の自動車標識等の送付について（依頼） （片面で3枚）

2開示しないこととした部分とその理由

（1） 1の(1)及び(2)の各文書には，個人識別情報（印影等）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（内線番号）が記載され

ており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定め

る不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示

しないこととした。

（2） 1の(3)の文書には，個人識別情報（印影等） ，公にすることにより事務の適



正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（内線番号）及び公にすることによ

り警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（自動車標識の番号）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部

分を開示しないこととした。

開示の実施方法3

写しの送付

担当課 秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）
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最高裁判所事務総局秘書課御中

宮内庁式部職

（ 公印省略 ）

令和4年新年祝賀の儀について（通知）

天皇皇后両陛下は，令和4年1月1日，宮中において， 下記のとお

り新年の祝賀をお受けになりますので，お知らせします。

なお，参列を希望する者の名簿（別紙様式） 1通を12月10日ま

でに提出願います。

記

祝賀時刻午前11時00分

『参列者の範囲』

内閣総理大臣及び内閣法第9条の第1順位指定大臣並びに以上の

者の配偶者， 国務大臣， 内閣官房副長官， 内閣法制局長官並びに会

計検査院長，人事院総裁及び検事総長並びに都道府県知事の代表及

び都道府県議会議長の代表

衆議院及び参議院の議長及び副議長並びに以上の者の配偶者並び

に衆議院及び参議院の議員50人（衆議院議員33人，参議院議員

17人（特記した議員を除く。 ） ）

最高裁判所長官及び最高裁判所判事（長官代行）並びに以上の者

の配偶者並びに最高裁判所判事



別紙様式

亀計
本人
配偶者

(注） 本人が単身の場合は，配偶者の欄に「単身」と御記入ください。
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別紙様式
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宮内式発甲第656号

令和3年12月1日

最高裁判所長官 大谷直人殿

宮内庁長官西村泰彦

（ 公 印 省 略 ）

令和4年新年祝賀の儀について（通知）

令和4年1月1日， 宮中において,新年祝賀の儀を別紙次第のとおり

行われますので，お知らせします。



次に天皇のお曾薬がある．

次に天皇，皇后が御退出になる．

前行，供奉及び随従は，お出ましのときと同じである．

次に参列者が退出する．

令和4年1月1日

新年祝賀の儀

午前9時45分，皇嗣，皇嗣妃親王，親王妃内親王及び女王

が千草の聞及び千鳥の問に参集される．

午前10時，天皇，皇后が正殿松の間にお出ましになる．

式部官長及び宮内庁長官が前行し，侍従長，侍従，女官長

及び女官が随従する．

次に皇風皇飼妃親玉親王妃，内親王及び女王が顛次御前に

参進して祝賀の上，退出される．

次に天皇，皇后が御退出になる．

‘ 前行及び随従は，お出ましのときと同じである。

祝賀の時刻，式坦及び参列者の範囲は，次のとおりとする．

(午筋11時，正殿梅の間）

内閣総理大臣及び内閣法第9条の第1順位指定大臣並びに

以上の者の配偶者，国務大臣b内閣官房副長官,内閣法制局長

官並びに会計検査院長，人事院総裁及び検事繕長並びに都道府

県知事の代表及び都道府県韻会殿長の代表

《正殿松の間）

衆鬮院及び参鰻院の蹴長及び副餓長並びに以上の者の配偶

者並びに衆厳院及び参級院の騒員50人(特配した巌員を除く.）

． ． (正殿竹の間）

蝦高銭判所長官及び最高裁判所判事(長官代行)並びに以上

の者の配偶者並びに最高裁判所判事

参列者は，各祝賀時刻の15分前に参製する．

時刻，参列者が休所に参集する．

次に参列者が正殿の各間内の所定の位瞳に列立する．

時刻，天皇，皇后が正殿の各間にお出ましになる．

式部官長及び宮内庁長官が前行し，皇嗣，皇嗣妃，親王，

親王妃，内親王及び女王が供奉され，侍従長，侍従，女官長

及び女官が随従する．

次に代表者が祝飼を述べる．
午前11時45分，本邦駐在の各国の外交使節団の長が休所に参鎖

する．

正午，天皇，皇后が正殿松の間にお出ましになる．



式部官長及び宮内庁長官が前行し，皇嗣，星嗣妃，親王，

親王妃，内親王及び女王が供奉され，侍従長，侍従,､女官長

及び女官が随従する.

次に本邦駐在の各国の外交使節団の長が順次御飼に参進して

祝賀の上，退出する． ．

次に天皇，皇后が御退出になる．

前行，供奉及び随従は，お出ましのときと同じである．

午前10時正殿松の間
1

参列者には，退出の陣，賜物を伝達する．

O

服装

男子： 燕尾服，紋付羽織袴又はこれらに相当する閥服等

（モーニングコートも可） 、

女子： ロングドレス， 白襟紋付又はこれらに相当する圃服等

勲章藩用

午前11時正殿梅の間



午前11時正殿松の間 正午正殿松の問

午前11時正殿竹の間
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宮内式発第589号

令和3年1 2月17日

最高裁判所事務総局秘書課 御中

宮 内 庁式部職

（ 公印省略 ）

新年祝賀の儀の自動車標識等の送付について（依頼）

令和4年新年祝賀の儀の際に使用する自動車標識等を別紙のとおり

送付しますので， よろしくお取り計らい願います。

重塞懲
＄



別紙様式

生年月日 配偶者の参・不参外字氏 名資 格

■
。

昭和27． 6．23大谷直人

菅野博之

最高裁判所長官

最高裁判所判事 昭和27． 7． 3

昭和28.11. 6山口 厚同
H U 『

I
1

昭和29． 4．16長嶺安政

戸倉三郎

深・山卓也

同

昭和29. 8.11同
ー

昭和29． 9． 2同

昭和30.3.22草野耕一回

’ 昭和30.7.21宇賀克也

岡 正晶

三浦 守

安浪亮介

林 道晴

岡村和美

堺 徹

渡邉惠理子

同
｡

昭和31． 2． 2|回

昭和31.10.23同

昭和32. 4.19同

昭和32． 8．31同

昭和32．12．23同

昭和33． 7．17 1同、

。 ’’ 邉 昭和33.12.27

15名計 ■■名
■名．

本人
配偶者

(注） 本人が単身の場合は，配偶者の欄に「単身」と御記入ください。

－1－

D守一の一七 一一


